
一戸町総合運動公園利用許可条件 

１　施設・設備を損傷し、又は汚損することのないよう留意すること。 

２　印刷物・ポスター等の掲示またはそれらの類を配布しないこと。 

３　立入禁止区域に立ち入らないこと。 

４　施設内の火気取締及び施設・設備の保安管理に留意すること。 

５　管理者の許可なくして施設内において物品の販売又は金品の寄付行為をしてはならな

い。 

６　使用を終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、管理者の指示に従い、速や

かに後片付けその他整理整頓をしなければならない。 

７　その他施設等の維持管理のためにする指示に従うこと。


